
様式第１－２（日本産業規格Ａ列４番） 

 

令和８年３月 日 

 

 

 国土交通大臣 殿 

 

 

                                 氏名又は名称 前橋市地域公共交通活性化協議会 

                                 住    所 前橋市大手町二丁目 12 番 1 号 

                                 代 表 者 氏 名 会長 吉田 樹 

 

 

 

地域公共交通計画変更認定申請書 

 

 

 

 令和７年９月２５日付け国総地第１４４号で国土交通大臣より認定された地域公共

交通計画を別紙のとおり変更したいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

○ 変更日 

  令和８年４月１日 

 

 

○ 変更箇所 

  記載箇所一覧表 

  地域公共交通計画本体該当ページ 

  地域公共交通計画別紙 

  表５ 

   

 

○ 変更理由 

  地域公共交通計画の改定に伴う目標値等の変更のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※本申請書に、変更する事項を全て記した地域公共交通計画を添付すること。 

 ※「変更理由」は、具体的に記述すること。 

 

 

資料７ 
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変更後 

前橋市地域公共交通計画 

地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）に関する記載箇所一覧表 

 

 

 

１．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交通における

位置づけ・役割 

前橋市地域公共交通計画 24、28、29 ページ 

２．前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性 

前橋市地域公共交通計画 28、29 ページ 

３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び実施主体の

概要 

前橋市地域公共交通計画 28、29 ページ 

４．地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービスの利用者の数、収支、費用に係る国

又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法 

前橋市地域公共交通計画 63、66、67 ページ、別紙参照 

 

 

（添付資料） 

・上記記載の地域公共交通計画の該当ページ（写し） 

 

※ご参考 

・要綱第１７条第１項 

 陸上交通（地域内フィーダー系統）に係る地域公共交通確保維持事業（以下この条において単に「地 

域公共交通確保維持事業」という。）を行う場合は、地域公共交通計画に、当該地域公共交通計画の計 

画期間内における次に掲げる事項について具体的に記載するものとする。 

一 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交通における位置付

け・役割 

二 前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性 

三 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び実施主体の概要 

四 地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービスの利用者の数、収支、費用に係る国

又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法 
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別 紙 変更後 
 

令和８年３月 日 

 

          （名称）前橋市地域公共交通活性化協議会           
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

前橋市地域公共交通計画P28、P29参照 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

前橋市地域公共交通計画 P63参照 
 
（１）事業の目標 

城南あおぞら号 
◆運行実績 
＞令和６年度（Ｒ５年１０月～R６年９月） 
①路線延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，２１２人 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約７．１人 
＞令和７年度見込（Ｒ６年１０月～R７年９月） 
①路線延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，４２６人（上半期実績１，２１３人×２） 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約７．６人 

 
 
◆事業の目標 
 ＞令和８年度（Ｒ７年１０月～R８年９月） 
①路線の年間延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，６００人 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約８．３人 
③結節・乗換えポイントの整備及び利用促進・・・・利用率４０％ 

＞令和９年度（Ｒ８年１０月～R９年９月） 
①路線の年間延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，８００人 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約８．９人 
③結節・乗換えポイントの整備及び利用促進・・・・利用率４０％ 
＞令和１０年度（Ｒ９年１０月～R１０年９月） 
①路線の年間延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３，０００人 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約９．６人 
③結節・乗換えポイントの整備及び利用促進・・・・利用率４０％ 
 
※全バス停の内乗換えポイントの利用率実績は、全体の３３．５％であった（令和６年度）。 
※年間延べ利用者数について前年度実績×1.1で計算したものを 10 の位で切り捨て、もしくは切り上げ 
そこから１日平均利用者数を算出。 
（例）令和８年度目標の算出方法 

前年度上半期実績 1213人×2×1.1＝2668.6≒2600 

     

 

（令和７年度年間実績想定） 
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別 紙 変更後 

広瀬線 
◆運行実績 
＞令和７年度見込（Ｒ６年１０月～R７年９月） 
①路線の延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０，６５０人 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約５６人 
③１便平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約５．７人 

 
◆事業の目標 
 ＞令和８年度（Ｒ７年１０月～R８年９月） 
①路線の延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０，９１０人 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約５７人 
③１便平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約５．７人 
＞令和９年度（Ｒ８年１０月～R９年９月） 
①路線の延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１，２５０人 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約５８人 
③１便平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約５．８人 
＞令和１０年度（Ｒ９年１０月～R１０年９月） 
①路線の延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１，５９０人 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約５９人 
③１便平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約５．９人 
 

※令和７年度見込については、令和６年１０月～令和７年３月の利用実績値（10,327 人）を 2 倍
に掛けて算出。 
  
 10,327人×2=20,654人≒20,650人 
（10 の位で切り捨て、そこから 1日平均利用者、1便平均利用者を算出。） 

 
※これまでの利用実績や周辺環境の変化を考慮し、令和６年４月より運行の最適化を図った結果、平

日運行回数を減らし、休止していた土日祝日の運行再開となった。スーパーなどのショッピング施設を経由す
る経路へ変更となり、買い物等のニーズを満たすことで利用者からは使いやすくなったという声も聞こえる。今
後も継続して周知活動を行うことで、より地域に根差した路線を目指す。 

 
 
 
（２）事業の効果 

城南あおぞら号及び広瀬線を維持・活性化することにより、車を持たない高齢者等の日常生活に必要不可
欠な移動手段が確保される。また、城南地区、上川淵地区、下川淵地区、並びに永明地区と中心市街地
を結ぶバス路線や鉄道と連携することで、効率的な運行体系が実現でき、外出促進・地域活性化にもつな
がる。 
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別 紙 変更後 
３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

前橋市地域公共交通計画 P28、P29参照 
 

（１）城南あおぞら号 
・地元のニーズを反映させたバス停の見直し。（運営委員会、前橋市） 
・運行に関する情報を伝える広報誌の作成及び城南地区内全戸回覧（運営委員会、前橋市） 
・お得な回数券の継続発行(運営委員会、運行事業者、前橋市) 
・運賃割制度など利用促進策の検討・実施 (運営委員会、運行事業者、前橋市)  
（２）広瀬線 
・運行に関する情報を伝える広報誌の作成及び配布（日本中央バス） 
・GTFS データを活用したバス位置情報の発信等（日本中央バス） 
・バスガイドの添乗による乗降案内（日本中央バス） 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

別添の表１のとおり。 
 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

（１）城南あおぞら号 
その運行に係る費用総額8,900,000円のうち、前橋市から運行事業者への補助金額については、運行収
入及び国庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を負担することとしている。 
（２）広瀬線 
その運行に係る費用総額 9,115,288円（見込）のうち、運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し
引いた差額分については運行事業者が負担することとしている。 
６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

（１）城南あおぞら号 
配車システムより利用実績を抽出する。 

（２）広瀬線 
ドライバーによるカウントを行う（IC カード乗降データで ODを把握する）。 
７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及

びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 
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別 紙 変更後 
10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

別添の表５のとおり 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

該当なし 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

該当なし 
（２）事業の効果 

該当なし 

13車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 
16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

該当なし 

（２）事業の効果 

該当なし 
17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

 

 

18．協議会の開催状況と主な議論 
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別 紙 変更後 
・令和元年１２月１９日 
前橋市地域公共交通会議（地域内交通）開催 
城南地区地域内交通のプレ運行開始について協議 

・令和２年７月２１日（第１回）≪書面協議≫ 
前橋市地域公共交通会議（地域内交通）として、前橋市地域内フィーダー系統確保維持計画を策定し、 
認定申請を行うこと、及びその内容について協議 → 令和２年７月２９日回答期限 

  （令和２年７月２９日 委員１８名中１７名の承認を得て可決）  
・令和２年９月１７日（第２回） ≪書面協議≫ 
城南地域内交通の本格運行への移行について協議 

・令和３年６月４日（第１回）≪書面協議≫ 
前橋市地域公共交通会議（地域内交通）として、前橋市地域内フィーダー系統確保維持計画を策定し、 
認定申請を行うこと、及びその内容について協議 → 令和３年６月２５日回答期限 

  （令和３年６月２５日 委員１８名中１７名の承認を得て可決） 
・令和４年６月１０日（第１回）≪書面協議≫  
前橋市地域公共交通再生協議会として、前橋市地域内フィーダー系統確保維持計画を策定し、 
認定申請を行うこと、及びその内容について協議 → 令和４年６月２４日回答期限 

  （令和４年６月２４日 委員２２名中１８名の承認を得て可決） 
・令和５年５月２９日 
  前橋市地域公共交通再生協議会開催 
 前橋市公共交通計画への前橋市地域内フィーダー系統確保維持計画事業の位置付け（城南あおぞら号）
について協議 
（令和５年５月２９日 委員２１名中１９名の承認を得て可決） 
・令和５年６月２１日（第２回）≪書面協議≫  
前橋市地域公共交通再生協議会として、前橋市地域内フィーダー系統確保維持計画を策定し、 
認定申請を行うこと、及びその内容について協議 → 令和５年６月２９日回答期限 
（令和５年６月２９日 委員２１名中２０名の承認を得て可決） 

・令和６年２月２１日（第３回） 
前橋市公共交通計画への前橋市地域内フィーダー系統確保維持計画事業の位置付けについて協議 
（令和６年２月２１日 委員２０名中１９名の承認を得て可決） 

・令和６年５月２１日（第１回） 
 前橋市地域公共交通再生協議会として、前橋市地域公共交通計画の認定申請を行うこと、及びその内容に
ついて協議→令和６年５月３０日回答期限 

 （令和６年５月３０日 委員２１名の承認を得て可決） 
・令和６年６月１日 
 前橋市地域公共交通再生協議会と前橋市地域公共交通会議を統合し、前橋市地域公共交通活性化協
議会となる。 
・前橋市地域公共交通活性化協議会≪書面協議≫ 
 地域公共交通確保維持改善事業における前橋市地域内フィーダー系統確保維持事業の事業評価について
協議 
（令和７年１月２９日 委員２４名の承認を得て可決） 

・令和 7年 5月２７日 
前橋市地域公共交通活性化協議会として、前橋市地域公共交通計画の認定申請を行うこと、及びその内

容について協議 
（令和７年５月２７日 委員２７名の承認を得て可決） 

・令和８年１月１４日 

- 15 -



別 紙 変更後 
前橋市地域公共交通活性化協議会≪書面協議≫ 
地域公共交通確保維持改善事業における前橋市地域内フィーダー系統確保維持事業の事業評価について

協議 
（令和８年１月２８日 委員２４名の承認を得て可決） 

19．利用者等の意見の反映状況 

 前橋市交通政策課は運営委員会の事務局を務めており、地域住民の代表である運営委員会及び城南
地区自治会連合会や運行事業者と密な協議を重ね、主な利用者となっている地域住民の意見を随時反
映させながらフィーダー系統の利便性向上の検討を行っている。 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）群馬県前橋市大手町二丁目 12番 1 号                 

（所 属）前橋市未来創造部交通政策課                 

（氏 名）吉澤                

（電 話）027-898-5939                 

（e-mail）maebashikoutsuu@gmail.com                
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

変更後

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること

前橋市地域公共交通計画 令和８年４月

前橋市利便増進実施計画 令和３年９月

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定す
る交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を
基に記載すること「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交
通不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の
合計（重複する場合を除く）を記載する と「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び
特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

21,905

群馬県前橋市城南地区、永明地区、上
川淵地区、下川淵地区（東日本旅客鉄

道（株）両毛線駒形駅及び日本中央バス
（株）城南運動公園線、永井運輸（株）東
大室線・前橋玉村線、（株）群馬バス 日
赤病院高崎線、玉村町 たまりん北コー
ス、いせさきしコミュニティバス「あおぞ

ら」波志江・赤堀・あずま連絡バス・東西
シャトルバスの停留所から半径１キロの

区域を除く）

局長指定

市区町村名 前橋市

人　口

人口集中地区以外

交通不便地域等 21,905

人　口 対象地区 根拠法
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変更前 

前橋市地域公共交通計画 

地域公共交通確保維持事業（地域内フィーダー系統）に関する記載箇所一覧表 

 

 

 

１．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交通における

位置づけ・役割 

前橋市地域公共交通計画 102、147、148 ページ 

２．前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性 

前橋市地域公共交通計画 147、148 ページ 

３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び実施主体の

概要 

前橋市地域公共交通計画 147、148、149 ページ 

４．地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービスの利用者の数、収支、費用に係る国

又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法 

前橋市地域公共交通計画 99、144、145、別紙参照 

 

 

（添付資料） 

・上記記載の地域公共交通計画の該当ページ（写し） 

 

※ご参考 

・要綱第１７条第１項 

 陸上交通（地域内フィーダー系統）に係る地域公共交通確保維持事業（以下この条において単に「地 

域公共交通確保維持事業」という。）を行う場合は、地域公共交通計画に、当該地域公共交通計画の計 

画期間内における次に掲げる事項について具体的に記載するものとする。 

一 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交通における位置付

け・役割 

二 前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性 

三 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び実施主体の概要 

四 地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービスの利用者の数、収支、費用に係る国

又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法 
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変更前
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変更前
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変更前
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変更前
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地域公共交通計画該当部分 

（令和 6年 2月 21日変更後） 

146 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 巻末資料 
 

  

変更前
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地域公共交通計画該当部分 

（令和 6年 2月 21日変更後） 

147 
 

 9. 巻末資料 

地域公共交通確保維持事業に係る内容 

本計画において、地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の補助対象であるものは

以下のとおりとします。 
 

城南あおぞら号 

公共交通における

位置付けと役割 

前橋市城南地区は、前橋市の東端に位置し、30㎢と広大な面積を持つエ

リアであり、地域間交通路線として東大室線をはじめとする定時定路線の

乗合バスが運行されているものの、再編の中で減便や路線の短縮を行う地

域となる。城南地区の一部地域では半径 1 ㎞以内にバス停、鉄軌道駅等が

存在しない交通空白地域もある。 

また、城南地域内にはタクシー事業者が存在しないことから、送迎にか

かる時間が長くなる傾向があり、市内全域を対象としたマイタク（地域独

自のタクシー運賃割引施策）の利用実績（城南地区の利用者数／全利用者

数）が 1.57％（令和 4年度）と少なく、市内の他地域と比較してタクシー

が使いづらい環境である。 

さらに、城南地区の 65 歳以上の人口割合は 32.0％(令和 5.3 末時点)で

あり、将来、自家用乗用車を運転できない高齢者等の移動手段の確保が喫

緊の課題となっている。 

上記の地域課題の解決を図るため、地区内では平成３０年に地域の自治

会長やボランティア等から構成される市民団体（城南地区地域内交通運営

委員会（以下：運営委員会））が発足し、デマンド交通の導入に向けて検

討を重ねてきた。 

令和 2 年 10 月から運行を開始した城南あおぞら号は、この広大なエリ

アをカバーする区域運行であり、地域間交通路線を補完するフィーダー系

統として本計画において位置付ける。 

事業の必要性 城南地区では、この城南あおぞら号運行を地域で支えるため、運営委員

会へ事務費相当額を負担しているものの、引き続き安定的に地域の移動手

段として確保・維持するためには、地域公共交通確保維持事業として協議

会から運営委員会へ運行費の一部を補助することが必要である。 

事業及び実施主体

の概要 

○事業の概要 

・区域運行（デマンド運行） 

○実施主体の概要 

変更前
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地域公共交通計画該当部分 

（令和 6年 2月 21日変更後） 

148 
 

・実施主体：城南地区地域内交通運営委員会 

・運送予定者：有限会社赤城タクシー 

 

 

 

 

広瀬線 

公共交通における

位置付けと役割 

前橋市永明・上川淵・下川淵地区は、前橋市の南部に位置し、合計約６

９㎢に幅広い世代が多数居住する地域である。東西にはＪＲ両毛線が通

っているもののその本数は年々減少し、それを補完する路線バスについ

ても令和６年３月末で２路線が休廃止予定となっている。南北には前橋

市が幹線軸と位置付ける前橋玉村線が運行しているため沿線住民はまち

なかまでのアクセスは比較的良好であるが、それでもこの３地区の住民

にとってはバス停までの距離が遠く、前述した休廃止の影響もあり公共

交通が充実しているとは言えない状況である。 

そのため、住民の移動手段はほぼ９割以上が自家用車へ依存しており、

更に車の免許をもたない若年層にとっては距離に関わらず自転車での移

動がメインとなっている。これは、前橋市が課題としている自転車と自家

用車の事故発生件数の多さに拍車をかけていると推測できる。 

また、城南地区と同じく「マイタク」の利用実績は少なく、特に下川淵

地区は０.９％である。さらに、６５歳以上の人口割合は３０％と、こち

らも城南地区と同じく自家用乗用車を運転できない高齢者等の移動手段

の確保が喫緊の課題となっている。 

当該地区の買い物や通院需要を満たすべく、前橋協立病院・前橋朝倉モ

ール・ガーデン前橋と広瀬団地を繋ぐ形に路線変更を行うことで、利便性

向上を図るとともに、前橋市中心部へ向かう地域間幹線系統を補完するフ

変更前
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地域公共交通計画該当部分 

（令和 6年 2月 21日変更後） 

149 
 

ィーダー系統として本計画に位置づける。 

事業の必要性 当該路線が運行する地域は、市内でも特に人口密度が高い地域であり、

立地適正化計画においても居住誘導区域に位置づけられていることから、

公共交通の維持・確保の必要性が極めて高い。 

仮に、当該路線を廃止した場合、広瀬団地や周辺地域に居住する交通弱

者に対する代替の交通手段は存在しなくなる。 

今まではバス事業者の内部補助により当該路線の運行を維持してきた

が、引き続き安定的に地域の移動手段として確保・維持するためには、地

域公共交通確保維持事業として、協議会から事業者へ運行費の一部を補助

することが必要である。 

事業及び実施主体

の概要 

○事業の概要 

・路線定期運行 

○実施主体の概要 

・実施主体：日本中央バス株式会社 

・運送予定者：日本中央バス株式会社 

 

 
 

変更前
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別 紙 変更前 
 

令和７年６月３日 

 

          （名称）前橋市地域公共交通活性化協議会           
  

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

前橋市地域公共交通計画P147～ P149参照 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

前橋市地域公共交通計画 P99参照 
 
（１）事業の目標 

城南あおぞら号 
◆運行実績 
＞令和６年度（Ｒ５年１０月～R６年９月） 
①路線延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，２１２人 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約７．１人 
＞令和７年度見込（Ｒ６年１０月～R７年９月） 
①路線延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，４２６人（上半期実績１，２１３人×２） 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約７．６人 

 
 
◆事業の目標 
 ＞令和８年度（Ｒ７年１０月～R８年９月） 
①路線の年間延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，６００人 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約８．３人 
③結節・乗換えポイントの整備及び利用促進・・・・利用率４０％ 

＞令和９年度（Ｒ８年１０月～R９年９月） 
①路線の年間延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，８００人 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約８．９人 
③結節・乗換えポイントの整備及び利用促進・・・・利用率４０％ 
＞令和１０年度（Ｒ９年１０月～R１０年９月） 
①路線の年間延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３，０００人 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約９．６人 
③結節・乗換えポイントの整備及び利用促進・・・・利用率４０％ 
 
※全バス停の内乗換えポイントの利用率実績は、全体の３３．５％であった（令和６年度）。 
※年間延べ利用者数について前年度実績×1.1で計算したものを 10 の位で切り捨て、もしくは切り上げ 
そこから１日平均利用者数を算出。 
（例）令和８年度目標の算出方法 

前年度上半期実績 1213人×2×1.1＝2668.6≒2600 

     

 

（令和７年度年間実績想定） 
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別 紙 変更前 

広瀬線 
◆運行実績 
＞令和７年度見込（Ｒ６年１０月～R７年９月） 
①路線の延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０，６５０人 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約５６人 
③１便平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約５．７人 

 
◆事業の目標 
 ＞令和８年度（Ｒ７年１０月～R８年９月） 
①路線の延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０，９１０人 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約５７人 
③１便平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約５．７人 
＞令和９年度（Ｒ８年１０月～R９年９月） 
①路線の延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１，２５０人 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約５８人 
③１便平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約５．８人 
＞令和１０年度（Ｒ９年１０月～R１０年９月） 
①路線の延べ利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１，５９０人 
②１日平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約５９人 
③１便平均利用者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約５．９人 
 

※令和７年度見込については、令和６年１０月～令和７年３月の利用実績値（10,327 人）を 2 倍
に掛けて算出。 
  
 10,327人×2=20,654人≒20,650人 
（10 の位で切り捨て、そこから 1日平均利用者、1便平均利用者を算出。） 

 
※これまでの利用実績や周辺環境の変化を考慮し、令和６年４月より運行の最適化を図った結果、平

日運行回数を減らし、休止していた土日祝日の運行再開となった。スーパーなどのショッピング施設を経由す
る経路へ変更となり、買い物等のニーズを満たすことで利用者からは使いやすくなったという声も聞こえる。今
後も継続して周知活動を行うことで、より地域に根差した路線を目指す。 

 
 
 
（２）事業の効果 

城南あおぞら号及び広瀬線を維持・活性化することにより、車を持たない高齢者等の日常生活に必要不可
欠な移動手段が確保される。また、城南地区、上川淵地区、下川淵地区、並びに永明地区と中心市街地
を結ぶバス路線や鉄道と連携することで、効率的な運行体系が実現でき、外出促進・地域活性化にもつな
がる。 
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別 紙 変更前 
３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

前橋市地域公共交通計画 P147～ P149参照 
 

（１）城南あおぞら号 
・地元のニーズを反映させたバス停の見直し。（運営委員会、前橋市） 
・運行に関する情報を伝える広報誌の作成及び城南地区内全戸回覧（運営委員会、前橋市） 
・お得な回数券の継続発行(運営委員会、運行事業者、前橋市) 
・運賃割制度など利用促進策の検討・実施 (運営委員会、運行事業者、前橋市)  
（２）広瀬線 
・運行に関する情報を伝える広報誌の作成及び配布（日本中央バス） 
・GTFS データを活用したバス位置情報の発信等（日本中央バス） 
・バスガイドの添乗による乗降案内（日本中央バス） 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

別添の表１のとおり。 
 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

（１）城南あおぞら号 
その運行に係る費用総額8,900,000円のうち、前橋市から運行事業者への補助金額については、運行収
入及び国庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を負担することとしている。 
（２）広瀬線 
その運行に係る費用総額 9,115,288円（見込）のうち、運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し
引いた差額分については運行事業者が負担することとしている。 
６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

（１）城南あおぞら号 
配車システムより利用実績を抽出する。 

（２）広瀬線 
ドライバーによるカウントを行う（IC カード乗降データで ODを把握する）。 
７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及

びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

該当なし 
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別 紙 変更前 
10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

別添の表５のとおり 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

該当なし 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

該当なし 
（２）事業の効果 

該当なし 

13車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 
16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

該当なし 

（２）事業の効果 

該当なし 
17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

該当なし 

 

 

18．協議会の開催状況と主な議論 
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別 紙 変更前 
・令和元年１２月１９日 
前橋市地域公共交通会議（地域内交通）開催 
城南地区地域内交通のプレ運行開始について協議 

・令和２年７月２１日（第１回）≪書面協議≫ 
前橋市地域公共交通会議（地域内交通）として、前橋市地域内フィーダー系統確保維持計画を策定し、 
認定申請を行うこと、及びその内容について協議 → 令和２年７月２９日回答期限 

  （令和２年７月２９日 委員１８名中１７名の承認を得て可決）  
・令和２年９月１７日（第２回） ≪書面協議≫ 
城南地域内交通の本格運行への移行について協議 

・令和３年６月４日（第１回）≪書面協議≫ 
前橋市地域公共交通会議（地域内交通）として、前橋市地域内フィーダー系統確保維持計画を策定し、 
認定申請を行うこと、及びその内容について協議 → 令和３年６月２５日回答期限 

  （令和３年６月２５日 委員１８名中１７名の承認を得て可決） 
・令和４年６月１０日（第１回）≪書面協議≫  
前橋市地域公共交通再生協議会として、前橋市地域内フィーダー系統確保維持計画を策定し、 
認定申請を行うこと、及びその内容について協議 → 令和４年６月２４日回答期限 

  （令和４年６月２４日 委員２２名中１８名の承認を得て可決） 
・令和５年５月２９日 
  前橋市地域公共交通再生協議会開催 
 前橋市公共交通計画への前橋市地域内フィーダー系統確保維持計画事業の位置付け（城南あおぞら号）
について協議 
（令和５年５月２９日 委員２１名中１９名の承認を得て可決） 
・令和５年６月２１日（第２回）≪書面協議≫  
前橋市地域公共交通再生協議会として、前橋市地域内フィーダー系統確保維持計画を策定し、 
認定申請を行うこと、及びその内容について協議 → 令和５年６月２９日回答期限 
（令和５年６月２９日 委員２１名中２０名の承認を得て可決） 

・令和６年２月２１日（第３回） 
前橋市公共交通計画への前橋市地域内フィーダー系統確保維持計画事業の位置付けについて協議 
（令和６年２月２１日 委員２０名中１９名の承認を得て可決） 

・令和６年５月２１日（第１回） 
 前橋市地域公共交通再生協議会として、前橋市地域公共交通計画の認定申請を行うこと、及びその内容に
ついて協議→令和６年５月３０日回答期限 

 （令和６年５月３０日 委員２１名の承認を得て可決） 
・令和６年６月１日 
 前橋市地域公共交通再生協議会と前橋市地域公共交通会議を統合し、前橋市地域公共交通活性化協
議会となる。 
・前橋市地域公共交通活性化協議会≪書面協議≫ 
 地域公共交通確保維持改善事業における前橋市地域内フィーダー系統確保維持事業の事業評価について
協議 
（令和７年１月２９日 委員２４名の承認を得て可決） 

・令和 7年 5月２７日 
前橋市地域公共交通活性化協議会として、前橋市地域公共交通計画の認定申請を行うこと、及びその内

容について協議 
（令和７年５月２７日 委員２７名の承認を得て可決） 
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別 紙 変更前 
19．利用者等の意見の反映状況 

 前橋市交通政策課は運営委員会の事務局を務めており、地域住民の代表である運営委員会及び城南
地区自治会連合会や運行事業者と密な協議を重ね、主な利用者となっている地域住民の意見を随時反
映させながらフィーダー系統の利便性向上の検討を行っている。 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）群馬県前橋市大手町二丁目 12番 1 号                 

（所 属）前橋市未来創造部交通政策課                 

（氏 名）吉澤                

（電 話）027-898-5939                 

（e-mail）maebashikoutsuu@gmail.com                
 

注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。 

実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。 

    各記載項目について、地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実

施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節

のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．については、

地域公共交通利便増進実施計画及び地域旅客運送サービス継続実施計画に定める目標、当

該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るように

して下さい。また、地域公共交通計画全体として、協議会における協議が整った上で提出

される必要があります）。 

 

※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 変更前

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、利便増進特例又は運送継続特例を適用する場合に
記載すること

前橋市地域公共交通計画 令和３年９月

前橋市利便増進実施計画 令和３年９月 －

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定す
る交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を
基に記載すること「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交
通不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の
合計（重複する場合を除く）を記載する と「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び
特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

21,905

群馬県前橋市城南地区、永明地区、上
川淵地区、下川淵地区（東日本旅客鉄

道（株）両毛線駒形駅及び日本中央バス
（株）城南運動公園線、永井運輸（株）東
大室線・前橋玉村線、（株）群馬バス 日
赤病院高崎線、玉村町 たまりん北コー
ス、いせさきしコミュニティバス「あおぞ

ら」波志江・赤堀・あずま連絡バス・東西
シャトルバスの停留所から半径１キロの

区域を除く）

局長指定

市区町村名 前橋市

人　口

人口集中地区以外

交通不便地域等 21,905

人　口 対象地区 根拠法
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